
神戸市港湾局では、港湾施設条例を改正し令和４年５月１日から 

須磨海岸・兵庫運河 にて進入禁止区域を設けました。 

 

令和４年改正時は、違反者へは条例違反に対する 

共通の過料規定が適用されましたが、 

この度、より安全な海域を維持していくため、さらに条例を改正し、 

令和６年４月１日から違反者への罰則規定が設けられます。 

 
改正前）５万円以下の過料 

             ↓ 

改正後）２０万円以下の罰金  
  




